
一
頁

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
車
間
距
離
の
保
持
）

（
車
間
距
離
の
保
持
）

第
二
十
六
条

車
両
等
は
、
同
一
の
進
路
を
進
行
し
て
い
る
他
の
車
両
等
の
直
後
を

第
二
十
六
条

車
両
等
は
、
同
一
の
進
路
を
進
行
し
て
い
る
他
の
車
両
等
の
直
後
を

進
行
す
る
と
き
は
、
そ
の
直
前
の
車
両
等
が
急
に
停
止
し
た
と
き
に
お
い
て
も
こ

進
行
す
る
と
き
は
、
そ
の
直
前
の
車
両
等
が
急
に
停
止
し
た
と
き
に
お
い
て
も
こ

れ
に
追
突
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
必
要
な
距
離
を
、
こ
れ
か
ら
保

れ
に
追
突
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
必
要
な
距
離
を
、
こ
れ
か
ら
保

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則

第
百
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
四
、
第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
）

（
罰
則

第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
）

（
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
の
停
車
又
は
駐
車
の
特
例
）

第
四
十
五
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
「
高
齢
運
転
者
等
」
と
い
う
。
）
が
運
転
す
る
普
通
自
動
車
（
当
該

高
齢
運
転
者
等
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄

す
る
公
安
委
員
会
に
届
出
を
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
高
齢
運
転

者
等
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
そ
の
停
車
又

は
駐
車
を
し
て
い
る
間
前
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
た
も
の
（
以
下
「
高
齢

運
転
者
等
標
章
自
動
車
」
と
い
う
。
）
は
、
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
停
車
及

び
駐
車
を
禁
止
す
る
道
路
の
部
分
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駐
車
を
禁
止

す
る
道
路
の
部
分
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
停
車
又
は

駐
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
停
車
し
、
又
は
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
対
応
免
許
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
単
に
「
普
通
自
動
車
対
応
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
で
七

十
歳
以
上
の
も
の

二

第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
普
通
自
動
車
対
応
免
許
を
受
け
た
者
で
、

妊
娠
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
身
体
の
機
能
に
制
限
が
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
者
の



二
頁

運
転
す
る
普
通
自
動
車
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
つ
い

て
特
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

２

公
安
委
員
会
は
、
高
齢
運
転
者
等
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
者
が
前

項
の
届
出
に
係
る
普
通
自
動
車
の
運
転
を
す
る
高
齢
運
転
者
等
で
あ
る
こ
と
を
示

す
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

高
齢
運
転
者
等
標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
亡

失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄

す
る
公
安
委
員
会
に
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
４

高
齢
運
転
者
等
標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
普
通
自
動
車
対
応
免
許
が
取
り

消
さ
れ
、
又
は
失
効
し
た
と
き
、
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
由
が
な
く
な
つ

た
と
き
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該

高
齢
運
転
者
等
標
章
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
返
納
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
齢
運
転
者
等
標
章
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
罰
則

第
四
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
九
号
）

（
停
車
又
は
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
の
特
例
）

（
停
車
又
は
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
の
特
例
）

第
四
十
六
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
車
両
は
、
第
四
十
四
条
又

第
四
十
六
条

車
両
は
、
第
四
十
四
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
車
及
び

は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
道
路
の
部
分

駐
車
を
禁
止
す
る
道
路
の
部
分
又
は
駐
車
を
禁
止
す
る
道
路
の
部
分
の
一
部
に
つ

又
は
駐
車
を
禁
止
す
る
道
路
の
部
分
の
一
部
に
つ
い
て
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
停

い
て
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
停
車
又
は
駐
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

車
又
は
駐
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規

て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
停
車
し
、
又
は
駐
車
す
る
こ

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
停
車
し
、
又
は
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
高
齢
運
転
者
等
専
用
時
間
制
限
駐
車
区
間
）

第
四
十
九
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
時
間
制
限
駐
車
区
間
を
、
時
間
を
限
つ
て
同

一
の
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
に
限
り
引
き
続
き
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
道

路
の
区
間
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員

会
は
、
前
条
第
一
項
の
道
路
標
識
等
に
そ
の
旨
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。



三
頁

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
方
法
等
）

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
方
法
等
）

第
四
十
九
条
の
三

時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
車
両
の
駐
車
（
乗
合
自
動
車
又

第
四
十
九
条
の
二

時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
車
両
の
駐
車
（
乗
合
自
動
車
又

は
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
が
、
そ
の
属
す
る
運
行
系
統
に
係
る
停
留
所
又
は
停
留
場
に
お

は
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
が
、
そ
の
属
す
る
運
行
系
統
に
係
る
停
留
所
又
は
停
留
場
に
お

い
て
運
行
時
間
を
調
整
す
る
た
め
駐
車
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
乗
合
自
動
車
又

い
て
運
行
時
間
を
調
整
す
る
た
め
駐
車
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
乗
合
自
動
車
又

は
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
の
駐
車
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

は
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
の
駐
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十

四
十
四
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
か
ら
第
四
十

八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

九
条
の
五
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

よ
る
。

２

車
両
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
道
路
の
区
間
（
次
条
に
お
い
て
「
高

２

車
両
は
、
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
は
、
当
該
駐
車
に
つ
き
前
条
第
一
項

齢
運
転
者
等
専
用
時
間
制
限
駐
車
区
間
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
高
齢
運
転

の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
が
車
両
を
感
知
し
た
時
又
は
同
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・

者
等
標
章
自
動
車
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
九
条
の
六
及
び
第
百
十
九
条

チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
た
時
か
ら

の
三
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
は

、
そ
れ
ぞ
れ
道
路
標
識
等
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い
る
時
間
を
超
え
て
引
き
続
き
駐

、
当
該
駐
車
に
つ
き
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
が
車
両
を

車
し
て
は
な
ら
な
い
。

感
知
し
た
時
又
は
同
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
パ
ー
キ
ン

グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
た
時
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
道
路
標
識
等
に
よ
り
表
示

さ
れ
て
い
る
時
間
を
超
え
て
引
き
続
き
駐
車
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

車
両
の
運
転
者
は
、
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
車
両
を
駐
車
し
た
と
き
は

４

車
両
の
運
転
者
は
、
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
車
両
を
駐
車
し
た
と
き
は

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー

、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
を

タ
ー
を
直
ち
に
作
動
さ
せ
、
又
は
同
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に

直
ち
に
作
動
さ
せ
、
又
は
同
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
パ

よ
り
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
直
ち
に
受
け
て
、
こ
れ
を
当
該
車
両
が

ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
直
ち
に
受
け
て
、
こ
れ
を
当
該
車
両
が
駐
車
し

駐
車
し
て
い
る
間
（
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
た
時
か
ら
道

て
い
る
間
（
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
た
時
か
ら
道
路
標
識

路
標
識
等
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い
る
時
間
を
経
過
す
る
時
ま
で
の
間
に
限
る
。
）

等
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い
る
時
間
を
経
過
す
る
時
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
、
当
該

、
当
該
車
両
の
前
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

車
両
の
前
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

警
察
署
長
が
公
安
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お

け
る
車
両
の
駐
車
に
つ
き
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
及
び
駐
車
の
方
法
並
び

に
駐
車
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
刻
及
び
駐
車
を
終
了
す
べ
き
時
刻
を
指
定

し
て
許
可
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
に
係
る
車
両
が
、
指
定
さ
れ
た
場

所
及
び
方
法
で
、
指
定
さ
れ
た
駐
車
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
刻
か
ら
駐
車

を
終
了
す
べ
き
時
刻
ま
で
の
間
に
お
い
て
駐
車
を
開
始
し
た
と
き
は
、
当
該
車
両



四
頁

及
び
そ
の
運
転
者
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
車
両
は
、
当
該
指
定
さ
れ
た
駐
車
を
終
了
す
べ
き
時
刻
を
過
ぎ
て
引
き

続
き
駐
車
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則

第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二

（
罰
則

第
二
項
及
び
第
五
項
後
段
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第

項
、
第
三
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
、

一
号
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号

第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
、
第
四
項
に
つ
い
て
は
第
百

、
同
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
、
第
四
項

十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
同
条
第
二
項
）

に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
同
条
第
二
項
）

（
高
齢
運
転
者
等
専
用
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
禁
止
）

第
四
十
九
条
の
四

高
齢
運
転
者
等
専
用
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
は
、
高
齢

運
転
者
等
標
章
自
動
車
以
外
の
車
両
は
、
駐
車
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則

第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
、
第
百
十
九
条
の

三
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
）

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
特
例
）

第
四
十
九
条
の
五

警
察
署
長
が
公
安
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
時
間
制
限

駐
車
区
間
に
お
け
る
車
両
の
駐
車
に
つ
き
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
及
び
駐

車
の
方
法
並
び
に
駐
車
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
刻
及
び
駐
車
を
終
了
す
べ

き
時
刻
を
指
定
し
て
許
可
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
に
係
る
車
両
が
、

指
定
さ
れ
た
場
所
及
び
方
法
で
、
指
定
さ
れ
た
駐
車
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
刻
か
ら
駐
車
を
終
了
す
べ
き
時
刻
ま
で
の
間
に
お
い
て
駐
車
を
開
始
し
た
と
き

は
、
当
該
車
両
及
び
そ
の
運
転
者
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
（
第
四
十
九
条
の
三
第

一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
車
両

は
、
当
該
指
定
さ
れ
た
駐
車
を
終
了
す
べ
き
時
刻
を
過
ぎ
て
引
き
続
き
駐
車
し
て

は
な
ら
な
い
。

（
罰
則

後
段
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項

）
（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
停
車
の
特
例
）

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
停
車
の
特
例
）



五
頁

第
四
十
九
条
の
六

車
両
は
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
車

第
四
十
九
条
の
三

車
両
は
、
前
条
第
三
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
車
両
が
駐
車
す

両
が
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
部
分
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
時
間
制
限

る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
部
分
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
時
間
制
限
駐
車
区
間
の

駐
車
区
間
の
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規

第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
停
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
ず
、
停
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
の
路
上
駐
車
場
に
関
す
る
特
例
）

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
の
路
上
駐
車
場
に
関
す
る
特
例
）

第
四
十
九
条
の
七

（
略
）

第
四
十
九
条
の
四

（
略
）

２

時
間
制
限
駐
車
区
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
路
上
駐
車
場
に
係
る
道
路
の
部
分
の

２

時
間
制
限
駐
車
区
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
路
上
駐
車
場
に
係
る
道
路
の
部
分
の

う
ち
、
駐
車
場
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
路
上
駐
車
場
管
理
者
に
よ
り
パ
ー

う
ち
、
駐
車
場
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
路
上
駐
車
場
管
理
者
に
よ
り
パ
ー

キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い

キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ

ッ
ト
発
給
設
備
を
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
又
は
パ
ー
キ

ッ
ト
発
給
設
備
を
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
又
は
パ
ー
キ

ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
と
み
な
し
て
、
第
四
十
九
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す

ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
と
み
な
し
て
、
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す

る
。

る
。

３

時
間
制
限
駐
車
区
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
路
上
駐
車
場
に
係
る
道
路
の
部
分
の

３

時
間
制
限
駐
車
区
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
路
上
駐
車
場
に
係
る
道
路
の
部
分
の

う
ち
、
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
が
設

う
ち
、
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
が
設

置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
五

置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
は
適
用
し
な
い

ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

。

（
違
法
駐
車
に
対
す
る
措
置
）

（
違
法
駐
車
に
対
す
る
措
置
）

第
五
十
一
条

車
両
が
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

第
五
十
一
条

車
両
が
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
二
項

四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
二

若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
若
し
く
は
第
四
十
九
条
の
五
後
段
の
規
定

第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
後
段
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
と

に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
の

認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給

パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
を
設
置
す
る
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て

設
備
を
設
置
す
る
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

駐
車
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
車
両
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給

当
該
車
両
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
発
給
を
受
け
た
パ

設
備
に
よ
り
発
給
を
受
け
た
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
が
掲
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
が
掲
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
第
四
十
九
条
の
二
第
四

か
つ
、
第
四
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
次
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一

（
次
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
違
法
駐
車
と
認
め
ら

条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
違
法
駐
車
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
と
総
称
す
る
。
）

れ
る
場
合
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
警
察
官
等
は
、
当
該
車
両
の
運
転
者
そ
の
他

は
、
警
察
官
等
は
、
当
該
車
両
の
運
転
者
そ
の
他
当
該
車
両
の
管
理
に
つ
い
て
責



六
頁

当
該
車
両
の
管
理
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
転
者

任
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
転
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当

等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
車
両
の
駐
車
の
方
法
を
変
更
し
、
若
し
く
は
当

該
車
両
の
駐
車
の
方
法
を
変
更
し
、
若
し
く
は
当
該
車
両
を
当
該
駐
車
が
禁
止
さ

該
車
両
を
当
該
駐
車
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
移
動
す
べ
き
こ
と
又
は
当
該

れ
て
い
る
場
所
か
ら
移
動
す
べ
き
こ
と
又
は
当
該
車
両
を
当
該
時
間
制
限
駐
車
区

車
両
を
当
該
時
間
制
限
駐
車
区
間
の
当
該
車
両
が
駐
車
し
て
い
る
場
所
か
ら
移
動

間
の
当
該
車
両
が
駐
車
し
て
い
る
場
所
か
ら
移
動
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

２
〜

（
略
）

２
〜

（
略
）

22

22

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
自
動
車
の
使
用
者
の
義
務
等
）

（
自
動
車
の
使
用
者
の
義
務
等
）

第
七
十
五
条

自
動
車
（
重
被
牽
引
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
び

第
七
十
五
条

自
動
車
（
重
被
牽
引
車
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
及
び

け
ん

け
ん

第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
者
（
安
全
運
転
管
理

第
七
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
者
（
安
全
運
転
管
理

者
等
そ
の
他
自
動
車
の
運
行
を
直
接
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者
を
含
む
。
次
項
に

者
等
そ
の
他
自
動
車
の
運
行
を
直
接
管
理
す
る
地
位
に
あ
る
者
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
者
の
業
務
に
関
し
、
自
動
車
の
運

お
い
て
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
者
の
業
務
に
関
し
、
自
動
車
の
運

転
者
に
対
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
命
じ
、
又

転
者
に
対
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
命
じ
、
又

は
自
動
車
の
運
転
者
が
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

は
自
動
車
の
運
転
者
が
こ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

自
動
車
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
（

七

自
動
車
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
（

当
該
行
為
に
よ
り
自
動
車
が
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

当
該
行
為
に
よ
り
自
動
車
が
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条

二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条

の
三
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定

の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
す

に
違
反
し
て
駐
車
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
又
は
自
動
車
が
こ
れ
ら
の
規

る
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
又
は
自
動
車
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車

定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

２
〜

（
略
）

２
〜

（
略
）

11

11

（
罰
則

（
略
）
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
）

（
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
）

第
百
八
条
の
二
十
九

（
略
）

第
百
八
条
の
二
十
九

（
略
）

２

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。

２

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
齢
者
、
障
害
者
そ
の
他
そ
の
通
行
に
支
障
の
あ
る
者
の
通
行
の
安
全
を
確



七
頁

保
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
運
動
の
推
進

三
・
四

（
略
）

二
・
三

（
略
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資

す
る
た
め
の
活
動
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

す
る
た
め
の
活
動
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は

第
百
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は

五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
〜
一
の
三

（
略
）

一
〜
一
の
三

（
略
）

一
の
四

第
二
十
六
条
（
車
間
距
離
の
保
持
）
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行

為
（
高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
者

二
〜
十
五

（
略
）

二
〜
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
十
九
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
（
第
一
号
及
び
第
二

第
百
十
九
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
（
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
行
為
が
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る

号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
行
為
が
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
に
該
当
す
る
と
き
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場

こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
に
該
当
す
る
と
き
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場

合
に
お
い
て
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行

合
に
お
い
て
車
両
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行

為
を
し
た
と
き
に
限
る
。
）
を
し
た
者
は
、
十
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

為
を
し
た
と
き
に
限
る
。
）
を
し
た
者
は
、
十
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
四
十
四
条
（
停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
）
、
第
四
十
五
条
（
駐
車

一

第
四
十
四
条
（
停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
）
、
第
四
十
五
条
（
駐
車

を
禁
止
す
る
場
所
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
八
条
（
停
車
又
は
駐

を
禁
止
す
る
場
所
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
八
条
（
停
車
又
は
駐

車
の
方
法
の
特
例
）
、
第
四
十
九
条
の
三
（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐

車
の
方
法
の
特
例
）
又
は
第
四
十
九
条
の
二
（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る

車
の
方
法
等
）
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の
四
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
時
間
制

駐
車
の
方
法
等
）
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為

限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
禁
止
）
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
十
九
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
第
一
号
か
ら
第
四
号

第
百
十
九
条
の
三

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。

）
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

）
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。



八
頁

一

第
四
十
四
条
（
停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
）
、
第
四
十
五
条
（
駐
車

一

第
四
十
四
条
（
停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
）
、
第
四
十
五
条
（
駐
車

を
禁
止
す
る
場
所
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
八
条
（
停
車
又
は
駐

を
禁
止
す
る
場
所
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
八
条
（
停
車
又
は
駐

車
の
方
法
の
特
例
）
、
第
四
十
九
条
の
三
（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐

車
の
方
法
の
特
例
）
又
は
第
四
十
九
条
の
二
（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る

車
の
方
法
等
）
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
（
高
齢
運
転
者

駐
車
の
方
法
等
）
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
後
段
の
規
定
の
違
反
と

等
専
用
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
禁
止
）
又
は
第
四
十
九
条
の
五

な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者
（
同
条
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
特
例
）
後
段
の
規
定
の
違
反
と
な
る

為
を
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

よ
う
な
行
為
を
し
た
者
（
第
四
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

う
な
行
為
を
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
次
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

二

第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
を
設
置
す
る
時

二

第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
を
設
置
す
る
時

間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
、
車
両
を
駐
車
し
た
時
か
ら
第
四
十
九
条
の
三
第

間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
、
車
両
を
駐
車
し
た
時
か
ら
第
四
十
九
条
の
二
第

二
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い
る
時
間
を
超
え
て
引
き
続
き
駐
車

二
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い
る
時
間
を
超
え
て
引
き
続
き
駐
車

し
た
者
（
車
両
を
駐
車
し
た
時
か
ら
当
該
表
示
さ
れ
て
い
る
時
間
を
経
過
す
る

し
た
者
（
車
両
を
駐
車
し
た
時
か
ら
当
該
表
示
さ
れ
て
い
る
時
間
を
経
過
す
る

時
ま
で
の
間
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
パ
ー
キ
ン
グ

時
ま
で
の
間
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
パ
ー
キ
ン
グ

・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

・
チ
ケ
ッ
ト
の
発
給
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）

三

第
四
十
九
条
の
三
（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
方
法
等
）
第
四

三

第
四
十
九
条
の
二
（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
け
る
駐
車
の
方
法
等
）
第
四

項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四
〜
八

（
略
）

四
〜
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
十
五
条
（
道
路
外
に
出
る
場
合
の
方
法
）
第
三
項
、
第
二
十
六
条
（
車

二

第
二
十
五
条
（
道
路
外
に
出
る
場
合
の
方
法
）
第
三
項
、
第
二
十
六
条
（
車

間
距
離
の
保
持
）
、
第
二
十
六
条
の
二
（
進
路
の
変
更
の
禁
止
）
第
二
項
、
第

間
距
離
の
保
持
）
、
第
二
十
六
条
の
二
（
進
路
の
変
更
の
禁
止
）
第
二
項
、
第

二
十
七
条
（
他
の
車
両
に
追
い
つ
か
れ
た
車
両
の
義
務
）
、
第
三
十
一
条
の
二

二
十
七
条
（
他
の
車
両
に
追
い
つ
か
れ
た
車
両
の
義
務
）
、
第
三
十
一
条
の
二

（
乗
合
自
動
車
の
発
進
の
保
護
）
、
第
三
十
二
条
（
割
込
み
等
の
禁
止
）
、
第

（
乗
合
自
動
車
の
発
進
の
保
護
）
、
第
三
十
二
条
（
割
込
み
等
の
禁
止
）
、
第

三
十
四
条
（
左
折
又
は
右
折
）
第
六
項
（
第
三
十
五
条
（
指
定
通
行
区
分
）
第

三
十
四
条
（
左
折
又
は
右
折
）
第
六
項
（
第
三
十
五
条
（
指
定
通
行
区
分
）
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
（
交
差
点
に
お
け

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
（
交
差
点
に
お
け

る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
第
一
項
、
第
三
十
七
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他

る
他
の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
第
一
項
、
第
三
十
七
条
（
交
差
点
に
お
け
る
他

の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
、
第
四
十
条
（
緊
急
自
動
車
の
優
先
）
、
第
四
十
一

の
車
両
等
と
の
関
係
等
）
、
第
四
十
条
（
緊
急
自
動
車
の
優
先
）
、
第
四
十
一



九
頁

条
の
二
（
消
防
用
車
両
の
優
先
等
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
十
五

条
の
二
（
消
防
用
車
両
の
優
先
等
）
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
十
五

条
の
六
（
本
線
車
道
に
入
る
場
合
等
に
お
け
る
他
の
自
動
車
と
の
関
係
）
の
規

条
の
六
（
本
線
車
道
に
入
る
場
合
等
に
お
け
る
他
の
自
動
車
と
の
関
係
）
の
規

定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者
（
第
二
十
六
条
の
規
定
の
違
反
と
な

定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者

る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
四
に

該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

三
〜
十
五

（
略
）

三
〜
十
五

（
略
）

十
六

高
齢
運
転
者
等
標
章
を
他
人
に
譲
り
渡
し
、
又
は
貸
与
し
た
者

２

（
略
）

２

（
略
）

第
百
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
万
円
以
下
の
罰
金

第
百
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
万
円
以
下
の
罰
金

又
は
科
料
に
処
す
る
。

又
は
科
料
に
処
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

第
四
十
五
条
の
二
（
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
の
停
車
又
は
駐
車
の
特
例

九

第
五
十
一
条
の
二
（
違
法
駐
車
に
対
す
る
措
置
）
第
十
項
、
第
五
十
一
条
の

）
第
四
項
、
第
五
十
一
条
の
二
（
違
法
駐
車
に
対
す
る
措
置
）
第
十
項
、
第
五

四
（
放
置
違
反
金
）
第
二
項
、
第
六
十
三
条
（
車
両
の
検
査
等
）
第
七
項
、
第

十
一
条
の
四
（
放
置
違
反
金
）
第
二
項
、
第
六
十
三
条
（
車
両
の
検
査
等
）
第

七
十
五
条
（
自
動
車
の
使
用
者
の
義
務
等
）
第
十
一
項
（
第
七
十
五
条
の
二
（

七
項
、
第
七
十
五
条
（
自
動
車
の
使
用
者
の
義
務
等
）
第
十
一
項
（
第
七
十
五

自
動
車
の
使
用
者
の
義
務
等
）
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

条
の
二
（
自
動
車
の
使
用
者
の
義
務
等
）
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

、
第
七
十
八
条
（
許
可
の
手
続
）
第
四
項
、
第
九
十
四
条
（
免
許
証
の
記
載
事

含
む
。
）
、
第
七
十
八
条
（
許
可
の
手
続
）
第
四
項
、
第
九
十
四
条
（
免
許
証

項
の
変
更
届
出
等
）
第
一
項
、
第
百
三
条
の
二
（
免
許
の
効
力
の
仮
停
止
）
第

の
記
載
事
項
の
変
更
届
出
等
）
第
一
項
、
第
百
三
条
の
二
（
免
許
の
効
力
の
仮

三
項
（
第
百
七
条
の
五
（
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
等
）
第
十
項
に
お
い
て
準
用

停
止
）
第
三
項
（
第
百
七
条
の
五
（
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
等
）
第
十
項
に
お

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
七
条
（
免
許
証
の
返
納
等
）
第
一
項
若
し
く
は

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
七
条
（
免
許
証
の
返
納
等
）
第
一
項

第
三
項
、
第
百
七
条
の
五
（
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
等
）
第
五
項
若
し
く
は
第

若
し
く
は
第
三
項
、
第
百
七
条
の
五
（
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
等
）
第
五
項
若

七
項
又
は
第
百
七
条
の
十
（
国
外
運
転
免
許
証
の
返
納
等
）
第
一
項
若
し
く
は

し
く
は
第
七
項
又
は
第
百
七
条
の
十
（
国
外
運
転
免
許
証
の
返
納
等
）
第
一
項

第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
第
百
十
七
条
の
五
第
二
号
に
該
当
す
る
者
を

、
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
第
百
十
七
条
の
五
第
二
号
に
該

除
く
。
）

当
す
る
者
を
除
く
。
）

九
の
二
〜
十

（
略
）

九
の
二
〜
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

附

則

第
一
条
〜
第
二
十
一
条

（
略
）

第
一
条
〜
第
二
十
一
条

（
略
）



一
〇
頁

（
高
齢
運
転
者
標
識
表
示
義
務
に
関
す
る
当
面
の
措
置
）

第
二
十
二
条

第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
当
分
の
間
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
七
十
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
」
と
あ
る

の
は
、
「
七
十
歳
以
上
」
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
五
十
一
条
の
四
関
係
）

別
表
第
一
（
第
五
十
一
条
の
四
関
係
）

放
置
車
両
の
態
様
の
区
分

放
置
車
両
の

放
置
違
反
金

放
置
車
両
の
態
様
の
区
分

放
置
車
両
の

放
置
違
反
金

種
類

の
限
度
額

種
類

の
限
度
額

第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く

（
略
）

（
略
）

第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く

（
略
）

（
略
）

は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は

は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は

第
三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
の
三

第
三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
の
二

第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
七
十
五

第
三
項
又
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規

条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し

定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の

て
い
る
も
の

第
四
十
九
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
四
十

（
略
）

（
略
）

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項

（
略
）

（
略
）

九
条
の
五
後
段
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し

後
段
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も

て
い
る
も
の
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ

の
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項
の
パ
ー
キ
ン
グ

ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
を
設
置
す

・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
を
設
置
す
る
時
間
制

る
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い
て
駐
車
し
て

限
駐
車
区
間
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
場
合

い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
車
両
に
当
該
パ
ー

に
お
い
て
当
該
車
両
に
当
該
パ
ー
キ
ン
グ
・

キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
発
給

チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備
に
よ
り
発
給
を
受
け
た

を
受
け
た
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
が
掲
示

パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
が
掲
示
さ
れ
て
お

さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
第
四
十
九
条
の
三

ら
ず
、
か
つ
、
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
の

第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
も
の

規
定
に
違
反
し
て
い
る
も
の

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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○

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
交
通
法
の
規
定
の
読
替
え
適
用
等
）

（
道
路
交
通
法
の
規
定
の
読
替
え
適
用
等
）

第
十
九
条

自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
つ
い
て
の
道
路
交
通
法
の
規
定
の
適
用
に
つ

第
十
九
条

自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
つ
い
て
の
道
路
交
通
法
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十

い
て
は
、
同
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
四
条
の
三
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
七
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
四
条
の
三
（
第
五
項
を
除
く
。
）
、
第
七
十

五
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
、
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
及

五
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
、
第
百
十
七
条
の
二
第
四
号
及

び
第
五
号
、
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
百
十
七
条
の
四
第

び
第
五
号
、
第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
六
号
及
び
第
七
号
、
第
百
十
七
条
の
四
第

三
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百

三
号
、
第
百
十
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
百

十
九
条
の
三
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
の
規
定

十
九
条
の
三
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
百
二
十
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
の
規
定

に
規
定
す
る
車
両
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
第

に
規
定
す
る
車
両
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
自
動
車
に
は
代
行
運
転
自
動
車
が
含
ま
れ
る
も
の

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
自
動
車
に
は
代
行
運
転
自
動
車
が
含
ま
れ
る
も
の

と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
る

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

規
定

規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
十
四
条

自
動
車
の
使
用
者
（
道
路

自
動
車
運
転
代
行
業
者
は
、
そ
の

第
七
十
四
条

自
動
車
の
使
用
者
（
道
路

自
動
車
運
転
代
行
業
者
は
、
そ
の

の
三
第
一
項

運
送
法
の
規
定
に
よ
る
自

自
動
車
運
転
代
行
業
の
営
業
所

の
三
第
一
項

運
送
法
の
規
定
に
よ
る
自

自
動
車
運
転
代
行
業
の
営
業
所

動
車
運
送
事
業
者
（
貨
物

動
車
運
送
事
業
者
（
道
路

自
動
車
運
送
事
業
法
（
平

運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ

成
元
年
法
律
第
八
十
三
号

る
軽
自
動
車
を
使
用
し
て

）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
軽

貨
物
を
運
送
す
る
事
業
を

自
動
車
運
送
事
業
を
経
営

経
営
す
る
者
を
除
く
。
以

す
る
者
を
除
く
。
以
下
同

下
同
じ
。
）
及
び
貨
物
利

じ
。
）
及
び
貨
物
利
用
運

用
運
送
事
業
法
の
規
定
に

送
事
業
法
の
規
定
に
よ
る

よ
る
第
二
種
貨
物
利
用
運

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事

送
事
業
を
経
営
す
る
者
を
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業
を
経
営
す
る
者
を
除
く

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

い
て
同
じ
。
）
は
、
内
閣

同
じ
。
）
は
、
内
閣
府
令

府
令
で
定
め
る
台
数
以
上

で
定
め
る
台
数
以
上
の
自

の
自
動
車
の
使
用
の
本
拠

動
車
の
使
用
の
本
拠

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
十
五
条

自
動
車
を
離
れ
て
直
ち
に

第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一

第
七
十
五
条

自
動
車
を
離
れ
て
直
ち
に

第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一

第
一
項
第
七

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七

第
一
項
第
七

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七

号

い
状
態
に
す
る
行
為
（
当

条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条

号

い
状
態
に
す
る
行
為
（
当

条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条

該
行
為
に
よ
り
自
動
車
が

の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、

該
行
為
に
よ
り
自
動
車
が

の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若

第
四
十
四
条
、
第
四
十
五

第
四
十
九
条
の
四
、
第
四
十
九
条

第
四
十
四
条
、
第
四
十
五

し
く
は
第
五
項
後
段
又
は
第
七
十

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

の
五
後
段
又
は
第
七
十
五
条
の
八

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
違
反

項
、
第
四
十
七
条
第
二
項

第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ

項
、
第
四
十
七
条
第
二
項

と
な
る
よ
う
な
行
為

若
し
く
は
第
三
項
、
第
四

う
な
行
為

若
し
く
は
第
三
項
、
第
四

十
八
条
、
第
四
十
九
条
の

十
八
条
、
第
四
十
九
条
の

三
第
三
項
、
第
四
十
九
条

二
第
三
項
若
し
く
は
第
七

の
四
若
し
く
は
第
七
十
五

十
五
条
の
八
第
一
項
の
規

条
の
八
第
一
項
の
規
定
に

定
に
違
反
し
て
駐
車
す
る

違
反
し
て
駐
車
す
る
こ
と

こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の

と
な
る
場
合
の
も
の
又
は

又
は
自
動
車
が
こ
れ
ら
の

自
動
車
が
こ
れ
ら
の
規
定

規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し

に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い

て
い
る
場
合
に
お
け
る
も

る
場
合
に
お
け
る
も
の
に

の
に
限
る
。
）

限
る
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
十
九
条

第
七
十
五
条
（
自
動
車
の

第
七
十
五
条
（
自
動
車
の
使
用
者

第
百
十
九
条

第
七
十
五
条
（
自
動
車
の

第
七
十
五
条
（
自
動
車
の
使
用
者

の
二
第
一
項

使
用
者
の
義
務
等
）
第
一

の
義
務
等
）
第
一
項
第
七
号
（
運

の
二
第
一
項

使
用
者
の
義
務
等
）
第
一

の
義
務
等
）
第
一
項
第
七
号
（
運

第
三
号

項
第
七
号
の
規
定
に
違
反

転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の

第
三
号

項
第
七
号
の
規
定
に
違
反

転
代
行
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の

す
る
行
為

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

す
る
行
為

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
及
び
同
条
第
二
項
の
規

れ
る
場
合
及
び
同
条
第
二
項
の
規
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定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る

定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反

す
る
行
為
（
車
両
を
離
れ
て
直
ち

す
る
行
為
（
車
両
を
離
れ
て
直
ち

に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
に
す
る
行
為
（
当
該
行
為
に
よ

態
に
す
る
行
為
（
当
該
行
為
に
よ

り
車
両
が
第
四
十
四
条
、
第
四
十

り
車
両
が
第
四
十
四
条
、
第
四
十

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第

第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第

三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九

三
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九

条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の

条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
七
十

四
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
八
第

五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反

一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
す

し
て
駐
車
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

る
こ
と
と
な
る
場
合
の
も
の
又
は

の
も
の
又
は
車
両
が
こ
れ
ら
の
規

車
両
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
し

定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
場

て
駐
車
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

限
る
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）


